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2 0 2 6 年 ３ 月 ２ 日 
 
株 主 各 位 
 

神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目３番３号 
 
 
 

取締役社長 大 越 祐 史 

 

期末配当金のお支払いについて 
 

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげま

す。 

 さて、当社は定款の規定に基づき、取締役会決議によ

り期末配当を行うこととしております。 

 当社第72期（2025年１月１日から2025年12月31日まで）

の期末配当金につきましては、2026年１月29日開催の当

社取締役会において、１株当たり12円をお支払いするこ

とを決議いたしました。 

 また、期末配当金に関する書類を同封いたしましたの

で、ご確認くださいますようお願い申しあげます。 

敬 具 

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 第72期期末配当金の払渡しの期間は2026年３月３日

（火）から2026年４月３日（金）まででございます。 

１．配当金領収証によりお受け取りの場合 

 ｢期末配当金領収証」を同封いたしましたので、ご便

宜のゆうちょ銀行または郵便局で配当金をお受け取り

くださいますようお願い申しあげます。 

２．指定口座への振込によりお受け取りの場合 

 ｢配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしました

ので、ご確認くださいますようお願い申しあげます。 

以 上 
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単元未満株式の買取請求・買増請求について 
 

 単元未満株式をご所有の場合、その単元未満株式を当

社が買い取るか（買取請求)、もしくは１単元である100

株とするために、当社の自己株式から単元未満株式を買

い増す（買増請求）ことができる制度がございますので、

どうぞご利用ください。 

 特別口座に記録された株式の買取請求・買増請求につ

いては、下記株主名簿管理人において受け付けておりま

す。また、証券会社等の口座に記録された株式の買取請

求・買増請求については、お取引の証券会社にお問い合

わせください。 

注）買増請求につきましては、12月31日、６月30日のそれぞれ

12営業日前から当該日までの間はお取り扱いを停止させて

いただいております。 

 

※ 株主名簿管理人 

 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

 ■お問い合わせ先 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 

 東京都府中市日鋼町１－１ 

 電話 0120-232-711 (フリーダイヤル) 

 (郵便物送付先) 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 

 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 
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決算等の情報について 
 

 決算等の情報については、以下に記載する当社ホーム

ページにおきまして開示いたしております。 

URL https://www.onosokki.co.jp/corporate/index.html 

 


